
 

第１期福岡県循環器病対策推進計画の概要 

 

１ 根拠法令 

  健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法 

第 11条第１項   

 

２ 計画の期間 

  令和４（2022）年度から令和５（2023）年度までの２年間（以降は、６年ごとに見直し） 

 

３ 計画策定の趣旨 

  脳卒中、心臓病その他の循環器病（以下「循環器病」）が死亡原因や要介護状態となる原因の

主要なものとなっていることに鑑み、本県における循環器病対策を総合的かつ計画的に推進する

ため、計画を策定するもの。 

 

４ 本県における循環器病等の状況（計画策定時） 

（１）主要死亡原因内訳                 

悪性新生物（がん）に次いで、循環器病が全死亡原因の第２位。（図１） 

（２）循環器病の年齢調整死亡率※ 

男女とも全国と比べ低い。（表１） 

※年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整した死亡率 

（３）健康寿命と平均寿命 

     健康寿命と平均寿命の差（不健康な期間）は、男女とも全国と比べ長い。（表２） 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

項目 全国 福岡県 

脳血管疾患 
男 37.8 33.6 

女 21.0 17.7 

心疾患 
男 65.4 42.3 

女 34.2 23.9 

項目 
全国 福岡県 

男 女 男 女 

健康寿命 72.68 75.38 72.22 75.19 

平均寿命 81.41 87.45 81.24 87.47 

不健康な期間 8.73 12.06 9.02 12.28  
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図１ 本県の主要な死亡原因内訳（令和２年） 

表２ 健康寿命と平均寿命（令和元年）      単位：年 

 

表２ 健康寿命と平均寿命（令和元年。単位：年） 

表１ 年齢調整死亡率（平成 27 年）  単位：人口 10 万対 

 

表１ 年齢調整死亡率（平成 27 年。人口 10 万対） 

※脳卒中、一過性脳虚血発作 など 

※ 

資料５ 



５ 全体目標 

  「平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加」及び「循環器病の年齢調整死亡率の減少」 

 

６ 具体的な施策 

 

７ 循環器病対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

（１）新型コロナウイルス感染症を踏まえた対策 

    新型コロナウイルス感染症に対する医療と、循環器病等その他の疾患に対する医療を両立

して確保することを目指し、適切な医療提供体制の整備を進める。  

（２）循環器病対策の進捗状況の把握及び評価  

    定期的に進捗状況を把握、評価、課題の抽出を行い、必要に応じて施策に反映する。 

（１）循環器病の予防や正しい知識の普及啓発 

 

個別施策 主な取組 

①生活習慣病の発症、重症化予防の

取組の強化 

 

 

・望ましい生活習慣や循環器病の危険因子である糖尿病等の

基礎疾患の管理の重要性についての効果的な普及啓発 

・高血圧、心房細動等の未受診者対策や必要に応じた保健指

導などの推進  

②循環器病に関する正しい知識の

普及啓発 

・症状出現時における対応などの県民への啓発 

（２）保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実 

 

個別施策 主な取組 

①救急搬送体制の整備 

  

・消防機関と医療機関の連携による速やかな救護体制の充実 

②急性期から慢性期までの切れ目

のない医療提供体制の構築 

 

  

・地域連携クリティカルパス（地域連携診療計画）等を活用し

た医療連携体制の支援 

・高血圧や糖尿病などの基礎疾患を管理しているかかりつけ

医と循環器病の専門医療機関が連携し、早期診断や重症化

予防を図れるよう研修会を開催 

③在宅療養等が可能となる環境の

整備  

・かかりつけ医等を中心とした在宅療養支援体制の構築 

④小児期から成人期までの成育過

程を通じた循環器病対策 

・移行医療支援、療養生活に係る情報提供・相談支援の在り方

の検討 

（３）多職種連携による循環器病患者への支援の充実 

 

個別施策 主な取組 

①循環器病に関する適切な情報提

供・相談支援 

・循環器病に関する様々な情報を収集し、県ホームページや

ハンドブック等を活用した情報提供 

②循環器病の後遺症を有する者に

対する支援 

・後遺症に関する相談支援や知識等についての情報提供 

③治療と仕事の両立支援・就労支援 ・事業者を対象とした意識啓発セミナーの開催  


